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知多のいい物うまい物をロゴマークでＰＲ 
 

 

 

１ ちたもんについて 

「ちたもん」とは、知多市の伝統や郷土色豊かな品物をたくさんの人に知ってもらうために

誕生した知多のいい物（もん）うまい物（もん）の総称です。 

 

２ ロゴマークの利用例 

事業者等が自社商品の販売などに際して、紙袋、商品パッケージ、土産品用の箱等のデザ

インとして活用することを想定しています。 

 

３ ロゴマーク及びパターン柄の取扱いについて 

 ・ロゴマーク及びパターン柄のデータを活用し、自社商品等をＰＲしたい事業者等に対して

無償でデータ提供を行います。ただし、事前に知多市物産振興会（知多市商工会（事務

局））に届出を行い、承認を受けた事業に限ります。 

 ・ロゴマーク及びパターン柄は１種類のみです。 

 ・使用方法等については、取扱規程を遵守していただきます。 

商工振興課 
担当：商工チーム 園田 

（０５６２－３６－２６６２） 

知多市物産振興会（知多市商工会、知多市観光協会、知多市で構成）では、事業者が自

社の商品等を、知多市の伝統や郷土色豊かな品物としてＰＲするためのツールとして、

「ちたもん」のロゴマークとパターン柄を提供しています。 

▲ちたもんのロゴマーク 

▲ちたもんのパターン柄 


